
■
行
政
報
告

○
専
決
処
分
の
報
告

•

損
害
賠
償
の
和
解
及
び
額
の
決
定
に
つ

い
て

　
健
民
運
動
場
駐
車
場
内
の
陥
没
に
よ
り

人
身
損
害
が
判
明
し
た
事
故
及
び
国
道
に

敷
設
し
た
簡
易
水
道
仕
切
弁
の
蓋
接
触
に

よ
る
物
損
事
故
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法

第
１
８
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
報
告

す
る
も
の
で
す
。

○
令
和
４
年
度
財
政
健
全
化
判
断
比
率　

の
報
告
（
４
頁
に
記
載
）

■
決
算
認
定

□
令
和
４
年
度
曽
爾
村
歳
入
歳
出
決
算
５

会
計
（
一
般
会
計
、
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
、
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
、
介
護

保
険
特
別
会
計
、
後
期
高
齢
者
医
療
特
別

会
計
）
の
認
定

•

前
田
裕
昭
代
表
監
査
委
員
の
監
査
報
告

の
後
、
議
会
常
任
委
員
会
（
予
算
決
算
委

員
会　
大
向
實
委
員
長
）
に
審
査
が
付
託

さ
れ
、原
案
の
と
お
り
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

■
専
決
処
分
の
承
認

□
令
和
５
年
度
曽
爾
村
一
般
会
計
補
正　

予
算
（
第
５
号
）

•

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
に
損
害
賠

償
保
険
金
を
財
源
と
し
て
８
６
２
千
円
を

議
会
だ
よ
り

議
会
だ
よ
り

　
令
和
５
年
第
３
回
曽
爾
村
議
会
定
例

会
は
、
９
月
11
日
か
ら
同
月
20
日
ま
で

の
10
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
、
20
日
に

閉
会
し
ま
し
た
。

主
な
議
案
と
審
議
結
果

追
加
し
た
、
７
月
28
日
付
け
専
決
処
分
の

承
認
を
求
め
る
も
の
で
す
。

□
令
和
５
年
度
曽
爾
村
簡
易
水
道
事
業
特

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

•

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
に
損
害
賠

償
保
険
金
を
財
源
と
し
て
17
千
円
を
追
加

し
た
、
８
月
23
日
付
け
専
決
処
分
の
承
認

を
求
め
る
も
の
で
す
。

■
条
例
の
改
廃

□
曾
爾
ぬ
る
べ
の
郷
歴
史
文
化
交
流
館　

設
置
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

•

「
お
か
め
の
湯
」の
利
用
料
金
に
つ
い
て
、

物
価
高
騰
に
対
応
し
た
料
金
設
定
と
す
る

た
め
、
所
要
の
改
正
を
す
る
も
の
で
す
。

□
曾
爾
村
簡
易
水
道
事
業
財
政
調
整
基
金

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

□
曾
爾
村
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
条
例

を
廃
止
す
る
条
例

□
曾
爾
村
簡
易
水
道
事
業
の
設
置
に
関
す

る
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
条
例

•

簡
易
水
道
事
業
の
中
長
期
的
な
視
点
に

基
づ
く
経
営
戦
略
の
策
定
を
通
じ
、
経
営

基
盤
の
強
化
と
財
政
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
向

上
に
取
り
組
む
た
め
、
地
方
公
営
企
業
法

を
適
用
し
、
令
和
６
年
度
か
ら
公
営
企
業

会
計
に
移
行
す
る
た
め
、
所
要
の
改
廃
を

す
る
も
の
で
す
。

■
補
正
予
算　

  　

□
令
和
５
年
度
曽
爾
村
一
般
会
計
補
正
予

算
（
第
６
号
）

•

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
総
額
に
、
そ

れ
ぞ
れ
４
４
，
９
４
０
千
円
を
追
加

し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
，
５
９
３
，

０
５
９
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
旧
下
曽
爾
保
育
所
施
設

除
却
及
び
す
す
き
作
業
所
遊
具
撤
去
費
、

消
防
鉄
骨
橋
除
却
費
の
増
額
、
ケ
ア
ハ
ウ

ス
の
機
械
入
浴
装
置
入
替
に
か
か
る
補
助

金
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接

種
体
制
確
保
及
び
接
種
委
託
料
の
増
額
、

施
業
放
置
林
整
備
事
業
、
村
道
塩
井
土
屋

原
線
路
面
修
繕
工
事
費
の
増
額
で
す
。

□
令
和
５
度
曽
爾
村
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

•

既
定
の
事
業
勘
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
，
４
１
３
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
２
５
４
，

８
１
３
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
事
業
勘
定
で
給
与
繰
入

金
の
増
額
、
直
営
診
療
施
設
勘
定
で
、
使

用
料
及
び
手
数
料
収
入
の
増
額
で
す
。

□
令
和
５
年
度
曽
爾
村
介
護
保
険
特
別
会

計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

•

既
定
の
事
業
勘
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
、
そ
れ
ぞ
れ
１
，
４
２
１
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ 

３
３
８
，

１
２
１
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

　
主
な
内
容
は
、
令
和
４
年
度
の
精
算
に

伴
う
支
払
基
金
交
付
金
返
還
金
の
増
額
補

正
で
す
。

■
計
画
の
策
定

□
曽
爾
村
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
市
町
村

計
画
の
変
更

•

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関

す
る
特
別
措
置
法
第
８
条
第
１
０
項
の
規

定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
同
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
り
、
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
、
そ
の
内
容

は
、「
ス
マ
ー
ト
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
事
業
」

を
追
加
す
る
も
の
で
す
。

■
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
同
意

•

曽
爾
村
塩
井　
田
中　
巧 

氏

■
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命
同
意

•

曽
爾
村
伊
賀
見　
葛
原　
由
美
子 

氏

■
工
事
請
負
契
約
の
締
結

□
「
道
路
災
害
復
旧
工
事
」

工
事
場
所　
曽
爾
村
山
粕
地
内

契
約
金
額　
７
５
，
５
３
２
，
６
０
０
円

受　
注　
者　
株
式
会
社 

米
原
組

工   　
期　
令
和
６
年
７
月
31
日

■
審
議
結
果

　
専
決
処
分
の
承
認
、
条
例
の
改
廃
、
補

正
予
算
な
ど
提
案
さ
れ
た
内
容
は
原
案
の

と
お
り
す
べ
て
承
認・可
決
さ
れ
ま
し
た
。

■
一
般
質
問

　
４
名
の
議
員
か
ら
７
つ
の
質
問
が
あ
り

ま
し
た
。
質
問
の
主
題
は
次
の
と
お
り
で

す
。（
発
言
順
）

２
番　
岡
本
久
光 

議
員

①
高
齢
者
移
動
支
援
事
業
に
つ
い
て

②
県
道
名
張
曽
爾
線
改
良
工
事
に
つ
い

て

３
番　
東
口
敏
哉 

議
員

①
村
有
地
（
ゴ
ル
フ
場
計
画
跡
地
）
の

民
間
企
業
参
入
よ
る
開
発
に
つ
い
て

５
番　
田
中
稔
一 

議
員

①
獣
害
に
強
い
里
山
づ
く
り
事
業
及
び

里
山
再
生
事
業
伐
採
地
に
お
け
る
危

険
箇
所
の
調
査
に
つ
い
て

７
番　
木
治
正
人 

議
員

①
県
道
名
張
曽
爾
線
の
改
良
計
画
に
つ

い
て

②
村
道
塩
井
土
屋
原
線
道
路
改
良
計
画

（
２
車
線
化
）
に
つ
い
て

③
曽
爾
村
空
き
家
等
対
策
の
推
進
に
関

す
る
条
例
に
基
づ
く
空
き
家
等
の
対

策
に
つ
い
て

  

詳
細
は
次
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。

議会だより

広報曽爾　令和５年10月号　№6245


